
農林水産省戦略会議
（議長：（参）副大臣）

農業団体戦略会議 都道府県戦略会議

「飼料自給率向上特別プロジェクト」について
１．食料・農業・農村基本計画における飼料自給率目標達成のため、国、都道府県、農業者・農業団体、食品産業事業者、飼
料関係団体等が、有識者の助言を得つつ、適切な役割分担の下、一体となって、「飼料自給率向上に向けた行動計画（以下
「行動計画」）を策定、実行、点検する「飼料自給率特別プロジェクト」を発足する。
２．（参）農林水産副大臣が主催し、上記関係者及び有識者を構成員とする「飼料自給率向上戦略会議」（以下「戦略会議」）に
おいて、「行動計画」の策定等を実施。
３．農林水産省、農業団体、都道府県等は、戦略会議の決定を踏まえ、それぞれの責任と取組方針を確認。
４．「行動計画」の機動的な実行を確保するため、戦略会議の下に、自給飼料増産、食品残さの飼料化それぞれの目的に応じ
て、関係者が一体となって専門的見地からの具体的取組を推進する「行動会議」を定期的に開催。

全国飼料増産行動会議

（参）副大臣が主催し、飼料自給率向上のため、省内の
関係局庁が連携して行う取組を決定

飼料自給率向
上のため、都道
府県がそれぞ
れ、あるいは連
携して行う取組
を決定、推進

飼料自給率向
上のため、農業
団体がそれぞ
れ、あるいは連
携して行う取組
を決定、推進

機動的に行
動するため個
別の「行動会
議」をおく

飼料自給率向上戦略会議

畜産部長が主催し、自給飼料増産のため、関係団体、都道府県と一体となった
具体的な取組を推進

全国食品残さ飼料化行動会議

畜産部長が主催し、食品残さの飼料化推進のため、関係団体、都道府県と一体
となった具体的な取組を推進

役割を明確に
するため、「主
体」ごとに戦略
会議を置く

（参）副大臣が主催し、飼料自給率向上のため、関係者が一体となって行動計画を策定、実行、点検
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